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沖縄総合事務局が執行する国土交通省所管公共事業については、平成２１年度に策定された「沖

縄総合事務局・景観検討の基本方針(案)」に基づき、景観に関する情報や景観検討内容・体制等をとり

まとめた景観カルテを作成するといった景観検討の試行運用を実施している。営繕事業におけるこれ

までの試行の結果として、景観カルテ作成自体に不慣れであることなどの理由から各事業間で景観検

討の内容に差が生じる場合があった。このような状況を踏まえ、景観カルテ作成の補助ツールとして

活用できること、あわせて景観検討手順等が的確に理解され、必要な景観検討を踏まえた施設整備が

確実に行われることを目標に｢景観検討の手引き｣を作成したのでその取組みについて報告する。
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１．手引き作成の背景と位置づけ

「美しい国づくり政策大綱１）」の美しい国づくりのための施

策展開に、公共事業における景観アセスメント（景観評価）

システムを確立することが位置づけられ、「国土交通省所管

公共事業における景観検討の基本方針(案)2）」が策定された。

これを受け、沖縄総合事務局においてもその実施要領とな

る「沖縄総合事務局・景観検討の基本方針(案)（以下、基本

方針という。）」を定め、平成22年度より基本方針に従った景

観検討を試行的に開始している。

基本方針には、計画段階から設計・施工・維持管理段階

まで一貫した景観形成の考え方のもとに事業を進めていく

ため、各検討段階での検討内容・体制や景観に関する情報

を取りまとめた「景観カルテ」を作成することが定められてい

る。（図１）

景観カルテ作成を含む景観検討にあたっては、事業対象

地域における景観関連の各種計画や施設特性等を把握し

た上で、景観上配慮すべき事項や課題等を整理し、設計へ

どう反映させるかが重要であるが、景観検討プロセスが不明

瞭となっている場合や、設計者によっては、景観カルテ作

成自体に不慣れな場合もあり、各事業間で景観検討の内容

に差が生じる場合がある。

このような状況を踏まえ、景観検討の一連の手順をある程

度標準化し、設計者を支援するための補助ツールとして、

「景観検討の手引き（以下、手引きという。）」を作成し、これ

を設計者に提供し活用されることで、必要な景観検討を踏ま

えた施設整備が行われ、沖縄らしく優れた景観形成が実現

することを目指した。(図2)
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２．内 容

(1)手引き作成の視点

手引き作成の視点を図3に示す。

図3 手引き作成の視点

(a) 沖縄の景観特性、沖縄ならではの配慮事項の解説

独特の文化や風土に基づく沖縄らしさや配慮すべき事項に

ついて理解してもらうことが必要であり、沖縄らしい風景に

ついて章を設けてまとめている。また、具体的手法の解説

の中に一般的な内容だけではなく、沖縄ならではの素材や

環境の特色を生かす内容をできるだけ多く盛り込むよう配慮

し、沖縄にふさわしい景観設計をしてもらうよう整理した。

(b) 景観検討の手順のマニュアル化

手引きでの景観検討手順は、景観カルテの様式と対照さ

せ、ここで検討した内容を景観カルテにおいて記載できるよ

うにしている。（図４）

景観形成に配慮すべき事項の確認から、目標像の設定

及び景観形成の基本的考え方の検討に至る手順について

解説するほか、対象施設で具体的に検討を進める際に、検

討内容を簡易に絞り込めるよう、チェックリストを設けた。

(c) 参照すべき資料の網羅

参照すべき資料を見落とすことがないよう、一覧表を掲載

した。なお、景観検討技術の詳細や各市町村の景観ガイド

ライン状況･ルールなどはこれらの資料に掲載されているこ

とから、手引き自体はできるだけ簡潔にし、手軽に使えるも

のとして編集した。

(2)手引きの概要

手引きの構成と目的は、図5のとおりである。

図5 手引きの構成と目的

(a)「沖縄らしさ」をもたらす風景とは（Ⅰ章）

景観形成には、背景として地域の基盤的な文化風土の理

解が欠かせない。この章では、平成 19 年に沖縄総合事務

局が発行した「“美ら島沖縄”風景づくりのためのガイドライ

ン 3）」をもとに、設計者に沖縄らしい風景の捉えかたを伝え

ることを目的としている。（図６）

図6 “沖縄らしさ”をつくる要素の解説（部分）

(b) 計画段階での景観検討手順の解説（Ⅱ章）

この章では、計画段階における景観検討のプロセスを解

説している。まず景観検討を行ううえでの一般的なルール、

次にその地域の条件、周辺地区との関連性、敷地条件、建

物そのものといったように各レベルで検討を行い、どのレベ
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ルでどのような景観検討が必要なのかをしっかり認識した上

で、それに見合った目標像の設定や基本的考え方を整理

することとしている。

(c) 項目別 景観形成の基本的考え方の検討（Ⅲ章）

この章は、図 8～11 のように景観形成における主要な項

目と具体手法の例を挙げ、設計者が対象施設における景観

上の課題に応じて、必要な対応方針を検討するためのヒント

として活用することを目的としている。

図8 規模・形態の視点からの景観形成手法の解説

図9 地場素材の活用例

図11 緑化の視点からの景観形成手法の解説

(d) チェックリスト（Ⅳ章）

チェックリストは検討プロセスのチェックリストと項目別の検

討チェックリストで構成される。検討プロセスのチェックリスト

（図12）では、対象施設を整備するうえでの条件や位置づけ

の整理を行い、そのなかで導き出される景観上の課題や対

応の方向性をとりまとめる構成としている。

図12 検討プロセスのチェックリスト(部分)

チェックリストの選択肢は、具体的に提示するほど利用者

にとっては選びやすく、ヒントとして使いやすくなるが、逆に

設計者の自由な発想を制限するほか、多種多様な施設にき

め細かく対応しにくいなどの課題もある。また、景観検討は

本来、設計において当然行われるものであり、不必要に過

重な負担となることは避けるべきである。したがって、景観

検討内容を絞り込むための必要最小限のものにとどめてい

る。

また、項目別の検討チェックリスト（図 13）では、景観形成

の目標像や基本的考え方を設計でどう具体的に対応するか

を記述式により整理できるようにしており、施設特性に応じ

た事案ごとの景観検討項目（位置・規模・形態、色や素材等）

について、景観対応した理由や内容（工夫した点や特徴な

ど）をとりまとめる構成としている。
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図13 項目別の検討チェックリスト（部分）

(e) 参照すべき資料の一覧（Ⅴ章）

この章では、景観検討において参照すべき技術資料、関

連資料を一覧に整理しており、設計者が対象施設の景観検

討を行う上で見落としがないかチェックできるようにしている。

(図14)

図14 参照すべき資料の一覧(部分)

３．効 果

景観検討フローと検討段階毎のポイント解説及びチェック

リスト活用等、手引きを一つのツールとして活用することによ

り、以下の直接的効果・間接的効果が期待される。

(1) 景観検討に対する意識の向上

設計者が手引きの手順に基づき景観検討を行うことで、

沖縄における公共建築の設計にあたって、「沖縄らしさ」を

安易にとらえたデザインとせず、「沖縄らしく優れた景観形

成」を行うためにはどのような設計上の配慮が必要か、より

考えるきっかけとなると期待される。

(2) 景観検討の水準向上と景観カルテ作成の容易化

手引きの解説内容とチェックリストで景観検討上のポイント

をマニュアル的に示すことにより、配慮すべき検討事項の見

落とし防止や景観形成の目標・基本的考え方及び整備方針

の設定が容易になり、各事業間での景観検討の内容に差が

生じることを防ぐことが可能となる。

また設計者も景観検討内容を景観カルテに反映させる作

業が容易になることから、負担軽減にも繋がる。

(3) 適切な景観形成とその良好な維持の実現

景観カルテの作成において手引きが活用されることで、

その構成・内容が明確となり、計画から施工段階まで一貫し

た景観検討プロセスを踏まえた施設整備が実施される。

また、施設管理者へ景観カルテを引き継ぐことで、良好な

景観を維持するための留意点（色・彩度、素材、耐久性、バ

ランス、形状等）が改修時にも配慮されることが期待され、結

果、良好な景観の維持が実現する。

このようなカルテが数多く積み重ねられていくことで、カ

ルテが優れた景観事例集となり、今後の施設整備を行う上

で良好な景観形成のスパイラルアップに繋がる。

４．今後の課題

当面の運用としては、営繕課発注の設計業務受注者を対

象に使用し、その結果をもとにより効果的な活用が図られる

よう改訂版を作成する予定であることから、以下について引

き続き検討を行いたい。

(a) 手引きを使用する側の設計事務所及び担当職員から

の意見聴取による改善点の把握。

(b) 景観アドバイザーの意見に基づいた内容の改善、およ

び情報の更新。

また、本手引きが、単に景観カルテ作成補助ツールのみ

にとどまらず、将来的には、一般的な景観検討の手引きとし

て広く活用され、「沖縄らしく優れた景観形成」の実現の一

助となるよう、自治体との情報交換を行うこと等を検討してい

きたい。
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